
新型コロナウイルス感染症防止対策に伴う出入り口の制限について 

 

 
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の一つとして、本館１階ローソン横の出入口を令和４

年２月１日（火）から制限します。 

 

当院内に入られる場合は、正面玄関又は救急時間外通用口からお入りください。 

 

ご不便をおかけしますが、患者さん、スタッフの感染防止のためご協力をお願いします。 

 

 

 

※発熱、せき等の症状のある方は、院内に立ち入らないでください。 

※出入り口において、サーモカメラによる健康チェックを行います。 

※来院時には、マスクの着用及び手指消毒の実施をお願いします。 

※面会は、引き続きお断りさせていただいています。 

 

 


